








保育所等物価高騰対策支援等事業（委託事業に係る事業スキーム）
別紙１

○対象施設○

①給食等の補助
・私学助成園
・認可外保育施
設（鹿児島市所
管を除く）

②ＬＰガス補助
・保育所
・認定こども園
・地域型保育事
業所
・新制度移行幼
稚園
・私学助成園
・認可外保育施
設（鹿児島市所
管を除く）

※施設はいずれ
も私立施設

事務局
（受託者） 県

①補助金交付申請 ②申請審査
（確認）

③補助金交付決定通知

⑥交付申請兼請求書

⑦申請審査
※書類審査・

補正

④概算払請求

⑤概算払交付

※施設からの申請と事務局からの
支払に関しては，以下を想定
①１回目
⇒４月～９月分の給食補助分とLP
ガス補助分を9月以降にまとめて申
請してもらい，一括で支払う。

②２回目
⇒10月～3月分の給食支援分を2月
以降に申請してもらい，支払う。

⑨実績報告書提出

⑩補助金交付確定通知

⑧交付決定及び支払

※補助金の支払状況につ
いては，月次報告を行っ
てもらうことを想定


